
　仙南地域広域行政事務組合が
設置・運営する白石斎苑、七ヶ
宿斎苑、あぶくま斎苑、柴田斎
苑、川崎斎苑の斎苑使用料を改
定します。次のとおりパブリッ
クコメントを実施し、市民の皆
さんからご意見を募集します。
■縦覧場所
①組合ホームページ、②組合業
務課、③白石市役所総合案内お
よび生活環境課

仙南地域広域行政事務組合火葬場の使用料改定についてパブリックコメントを行います

■意見募集期間
８月１日（水）～31日（金）
8:30～17:15（土・日・祝日を除く）
■意見を提出できる方
　白石市、角田市、蔵王町、七
ヶ宿町、大河原町、村田町、柴
田町、川崎町、丸森町に住所を
有する方。
■意見提出方法
　縦覧場所に設置の意見書に
住所、氏名を明記し、次のいず

れかの方法で提出してください。
① 組合業務課または白石役所生

活環境課へ持参
② 組合業務課へ郵送（最終日消

印有効）
　〒989-1264
　大河原町字新青川１番地１
③組合業務課へファクス
　 0224-52-2660
④組合業務課へＥメール
　saien_pc3008@az9.or.jp

①市営岩崎住宅Ａ－104号室
②市営岩崎住宅Ｂ－102号室
●募集要件　満18歳未満の子
どもが３人以上いる世帯
●所在地　福岡長袋岩崎地内
●間取り　３ＤＫ
●家賃　14,900円～
●受付期間　８月６日（月）～15日（水）
※受付期間に応募がない場合、

８月20日（月）～29日（水）ま
で一般向けに募集します。

●申込資格　住宅に困っている
方で、収入が一定の基準内であ
る方など。応募者多数の場合は
抽選。詳しくはお問い合わせく
ださい。
問建設課　☎22-1326

市営住宅入居者募集
（第３子優先）

●場所　白石中学校前
●利用時間　10:00～17:00

（月曜休館）
●利用料金　１日150円
問 ギャラリー皆

みな
美
み

（日
くさ

下
か

）
　☎25-6036

ギャラリーを
開放しています

　熱い夜がやってくる！　恒例
となりました白石駅前盆踊りが
今年も開催されます！　各種屋
台や、よさこい走乱白石城の演
舞など、踊りだけにとどまらな
い楽しさ満載の夏の夜をお楽し
みください！
●日時　８月10日（金）18:30～
●場所　JR白石駅前広場
問公益社団法人白石青年会議所
　☎24-4555
　（月～金12:30～15:30）

②白石駅前盆踊り2018

白石の夏まつり

■白石音頭パレード
●日時　８月９日（木）19:00～
21:30（雨天・荒天は中止）
●コース・スケジュール
長町・中町通り→駅前通り→白
石駅前広場
■連携イベント
①屋台コーナー　16:00～21:00
すまｉるひろば、駅前通り
②伝統階

はし
子
ご

乗り　18:10～18:50
駅前通り
③白石和紙あかり展示　16:00
～21:00　壽丸屋敷（８月８、

①2018白石夏まつり
  白石音頭パレード

10～20日まで開催）
問白石夏まつり実行委員会
　（白石商工会議所内）
　☎26-2191

問仙南地域広域行政事務組合業務課　☎ 0224-52-2870

相 談 種 別 日　　時 会　　場 電　　話
人 権 擁 護

８月10日（金） 10:00～15:00 市役所２階　第２会議室 生活環境課　☎22-1314行　　 政
無 料 法 律 10:00～15:00 市役所３階　第３会議室
農　　 家 ８月10日（金） 10:00～12:00 農林振興センター 農業委員会　☎22-1256
こころの相談 ８月１日（水） 13:30～16:30 健康センター（要予約） 健康推進課　☎22-1362健 康 相 談 ８月28日（火） 14:00～16:00
障 が い 者 ８月８日（水） 13:00～15:00 市役所３階　第３会議室 福祉課　☎22-1400
補聴器巡回
サ ー ビ ス

・リオン：８月３日（金）・27日（月）
・ブルーム（旧ワイデックス）：８月28日（火） 13:00～14:00 市役所１階　東側和室

リオン　　☎0224-52-2551
ブルーム　☎022-267-3435

相談種別 日時・会場・問い合わせ先など
いじめ相談
（アイライン）

いじめ相談窓口（市役所４階 教育委員会内）　i-line@city.shiroishi.miyagi.jp【24時間メール受け付け】
※電話相談（☎22-1350）も実施しています（毎週月～金 8:30～16:30）。

家庭児童相談 総合福祉センター　毎週月～金　8:30～16:00　☎22-1400
高齢者総合相談
（事前連絡必要）

①地域包括支援センター（総合福祉センター内）：☎22-1466　毎週月～金　8:30～17:15　②在宅介護支援
センター茶園：☎25-9955　③在宅介護支援センター八宮：☎24-5222　②③は24時間電話受付しています。

生活困窮者
自立支援相談 社会福祉協議会（総合福祉センター内）　毎週月～金　8:30～17:15　☎22-2130

青少年相談 青少年相談センター（市役所４階）
毎週月･火･木･金　8:30～16:30　☎22-1342（内線445）

消費生活相談 消費生活相談室（市役所１階生活環境課内）　毎週月･水･金　9:00～16:00　☎22-0783
DV・セクハラ相談
（事前連絡必要）

男女共同参画相談支援センター（ふれあいプラザ内）　
毎週月･水･木･金　8:30～16:30　☎22-6035※電話相談も実施しています。

障がい者虐待通報 仙南地域障がい者基幹相談支援センター【24時間電話受け付け】　平日：☎0224-51-5361　夜間・休日：☎080-3326-1788
※県南生活サポートセンターアサンテ内（大河原町）。平日は福祉課（☎22-1400）でも受け付けています。

◎高齢者への過量販売
　81歳の母親が近くの健康食
品の提示販売の会場にたびた
び出掛け、パンや卵などをも
らっていた。ある時、薬を飲
んでいることを話したら、そ
の薬を見せるように言われた。

「この薬じゃだめだ。あなたは
高麗人参茶を飲んだほうがよ
い」と言われ、高麗人参茶１
年分、230万円の契約をした。
母は高い買い物をしてしまっ
たと後悔している。解約でき
ないだろうか。
● アドバイス「これはSF商法
です」

　ただ同然で日用品を販売した
り、健康教室を開いたりして人

を集め、閉め切った会場でおも
しろおかしく商品説明をして、
盛り上がった雰囲気の中で高額
な商品を販売する商法です。冷
静な判断ができない状態で契約
してしまうため、後になって高
額であることや、必要でなかっ
たことに気がつきます。SF商
法はクーリングオフができま
す。また、販売方法に問題があ
る時は、クーリングオフ期間が
過ぎていても契約の取り消しが
考えられます。
●健康、経済、孤独といった
不安のある高齢者は、親切を
装って近づく販売員に心を許
し、セールス・トークを全面
的に信じて、高額、過量な契

約をしてしまうことがありま
す。このような売り方から高
齢者を守るためには、周りの
人の見守りが大切です。頻繁
に出掛けるようになった、見
知らぬ人が出入りしていたな
ど、普段と違う様子が見られ
た場合は、声を掛けましょう。
●ワンポイント「成年後見制度」
　高齢者の判断能力が低下し
た場合の支援制度です。法定
後見制度は、「補助」「補佐」「後
見」に分かれ判断能力の程度
に応じた保護が受けられます。
　「補佐」「後見」は、万が一
契約しても、取り消すことが
できる制度が組み込まれてい
ます。

薬をやめてこちらを飲むように言われて…
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定例相談

C onsumer affairs consultation 消費生活相談
問白石市消費生活相談室（市役所１階）　☎22-0783　相談日：月・水・金（祝日は休み）　9:00～16:00


